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【障
しょう

がい者
しゃ

基本
きほ ん

計画
けいかく

と障
しょう

がい福祉
ふく し

計画
けいかく

の統合
とうごう

について】 

  

道
どう

では、平成
へいせい

１５年度
ねん ど

から障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

に基
もと

づく「障害者
しょうがいしゃ

基本
きほ ん

計画
けいかく

」（１０年
ねん

計画
けいかく

）とその「前期
ぜん き

実施
じっ し

計画
けいかく

」

（５年
ねん

計画
けいかく

）を策定
さくてい

し、５年
ねん

毎
ごと

の計画
けいかく

に基
もと

づく各種
かくしゅ

の施策
しさ く

の推進
すいしん

を図
はか

ることとしていた。 

 こうした中
なか

、平成
へいせい

１８年
ねん

に施行
しこ う

された障害者
しょうがいしゃ

自立
じり つ

支援法
しえんほう

においては、３年
ねん

毎
ごと

に「障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふく し

計画
けいかく

（以下
い か

、「福祉
ふく し

計画
けいかく

」という。）を策定
さくてい

することとされ、「前期
ぜん き

実施
じっ し

計画
けいかく

」は、平成
へいせい

１８年度
ねん ど

から「第１期
だ い １ き

障
しょう

がい福祉
ふく し

計画
けいかく

」に移行
いこ う

し、現在
げんざい

に至
いた

っている。 

 このような経緯
けい い

から、計画
けいかく

期間
きか ん

は、基本
きほ ん

計画
けいかく

が 10年
ねん

（中間
ちゅうかん

見直
みな お

し）、福祉
ふく し

計画
けいかく

が３年
ねん

と異
こと

なり、それぞれの計画
けいかく

の策定
さくてい

・見直
みな お

しが頻繁
ひんぱん

となり、調和
ちょうわ

が難
むずか

しいことから、第
だい

6期
き

福祉
ふく し

計画
けいかく

（Ｒ３～５年
ねん

）の策定
さくてい

にあたり、障
しょう

がい

者
しゃ

基本
きほ ん

計画
けいかく

と福祉
ふく し

計画
けいかく

を統
とう

合
ごう

して策定
さくてい

することとし、道
どう

の障
しょう

がい者
しゃ

福祉
ふく し

施策
しさ く

の方向性
ほうこうせい

がわかりやすい総合
そうごう

計画
けいかく

と

したい。 

 ＜計画
けいかく

の策定
さくてい

状 況
じょうきょう

（現行
げんこう

と統合
とうごう

案
あん

）＞ 

〇現行
げんこう

  

 計画
けいかく

始期
し き

・終期
しゅうき

が異
こと

なっており、一体的
いったいてき

な中長期
ちゅうちょうき

の推進
すいしん

管理
かん り

が行
おこな

えない。 

年
ねん

 度
ど

 
2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

（R2） 

2021 

（R3） 

2022 

（R4） 

2023 

（R5） 

2024 

（R6） 

2025 

（R7） 

2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

国
くに

の基本
きほん

計画
けいかく

 

 

 
            

北海道
ほっかいどう

 

障
しょう

がい者
しゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

 

             

北海道
ほっかいどう

 

障
しょう

がい福祉
ふくし

計 画
けいかく

 

 

  

           

 ※国
くに

の基本
きほ ん

計画
けいかく

について…計画
けいかく

期間
きか ん

は、第
だい

1次
じ

Ｈ５～１４（10 年）、第
だい

2次
じ

Ｈ１５～２４（10年
ねん

）となっており、

第
だい

3次
じ

から５年
ねん

となっている。 

※福祉
ふく し

計画
けいかく

の計画
けいかく

期間
きか ん

…国
くに

が定
さだ

める「障害
しょうがい

福祉
ふく し

サービス等
とう

及
およ

び障害児通所
しょうがいじつうしょ

支援
しえ ん

等
とう

の円滑
えんかつ

な実施
じっ し

を確保
かく ほ

するため

の基本的
きほんてき

な指針
しし ん

」で３年
ねん

と定
さだ

められている。 

〇統合
とうごう

案
あん

 

「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい者
しゃ

基本
きほ ん

計画
けいかく

」と「北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉
ふく し

計画
けいかく

」を統合
とうごう

し、計画
けいかく

期間
きか ん

を 6年
ねん

とする。ただし、福祉
ふく し

計画
けいかく

に関
かん

する部分
ぶぶ ん

については、国
くに

の基本
きほ ん

指針
しし ん

にあわせ、当初
とうしょ

は前半
ぜんはん

3年分
ねんぶん

を策定
さくてい

し、中間
ちゅうかん

見直
みな お

しとして後半
こうはん

3年分
ねんぶん

を策定
さくてい

する。 

現
げん

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

基本
きほ ん

計画
けいかく

の終期
しゅうき

は令和
れい わ

４年度
ねん ど

だが、終期
しゅうき

を待
ま

たずに統
とう

合
ごう

することとする。 

計
けい

画期
かく き

間中
かんちゅう

に、国
くに

の動向
どうこう

等
とう

により修正
しゅうせい

が必要
ひつよう

となった場合
ばあ い

、その都度
つ ど

対応
たいおう

を検討
けんとう

する。 

年
ねん

 度
ど

 
2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(R1) 

2020 

（R2） 

2021 

（R3） 

2022 

（R4） 

2023 

（R5） 

2024 

（R6） 

2025 

（R7） 

2026 

（R8） 

2027 

（R9） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

国
くに

の基本
きほん

計画
けいかく

 

 

第
だい

３次
じ

 
            

北海道
ほっかいどう

 

障
しょう

がい者
しゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

 

             

北海道
ほっかいどう

 

障
しょう

がい福祉
ふくし

計 画
けいかく

 

第
だい

4期
き

  

           

〇これまで二
ふた

つの計画
けいかく

として策定
さくてい

していた理由
りゆ う

 

 ・根拠
こんきょ

法令
ほうれい

が異
こと

なる。 

・国
くに

が基本
きほ ん

計画
けいかく

を１０年
ねん

又
また

は５年
ねん

で策定
さくてい

しており、道
どう

もこの期間
きか ん

にあわせて策定
さくてい

・見直
みな お

しを行
おこな

ってきた。 

資料
しりょう

４ 

第
だい

６期
き

 第
だい

4期
き  

第
だい

２期
き

（H２５～R４） 

第
だい

７期
き

 

第
だい

３期
き

（R５～R 14まで） 

第
だい

４次
じ

（H３０～R４） 第
だい

５次
じ

（R 5～R９）（想定
そうてい

） 

第
だい

５期
き

 第
だい

８期
き

 

第
だい

６次
じ

（想定
そうてい

）

第
だい

２期
き

 

第
だい

４次
じ

（H３０～R４） 第
だい

５次
じ

（R 5～R９）（想定
そうてい

） 

第
だい

５期
き

 

第
だい

６次
じ

（R10～14） 

第
だい

１期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（仮称
かしょう

） 

第
だい

３期
き

 

第
だい

７期
き

 

第
だい

２期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者
しゃ

計画
けいかく

（仮称
かしょう

） 

（Ｒ９～１４） 第
だい

６期
き

 

（中間見直し） （中間見直し） 
第
だい

3次
じ  



【現行
げんこう

計画
けいかく

の全体
ぜんたい

構成
こうせい

】（参考
さんこう

）

第
だい

2期
き

北海道障
ほっかいどうしょう

がい者基本計画
しゃきほんけいかく

第
だい

５期
き

北海道
ほっかいどう

障
しょう

がい福祉計画
ふくしけいかく

第１章　総論
だい１しょう　そうろん

Ⅰ　基本的な考え方
１　きほんてきなかんがえかた

1　計画策定の趣旨と目的
１　けいかくさくていのしゅしともくてき　

１　計画策定の趣旨
１　けいかくさくていのしゅし

2　計画の位置付け
２　けいかくのいちづけ　

２　計画見直しの基本的な考え方
２　けいかくみなおしのきほんてきなかんがえかた

3　区域の設定
３　くいきのせってい　

３　計画の性格及び位置付け
３　けいかくのせいかくおよびいちづけ　　

４　計画の期間
４　けいかくのきかん　　

1　障がいのある人の現状
１　しょうがいのあるひとのげんじょう　

５　対象とする障がい者の範囲
５　たいしょうとするしょうがいしゃのはんい　　

2　サービス提供体制の現状と評価
２　さーびすていきょうたいせいのげんじょうとひょうか

６　障がい保健福祉圏域
６　しょうがいほけんふくしけんいき

3　主なサービス提供基盤の整備状況
３　おもなさーびすていきょうきばんのせいびじょうきょう　

７　計画の目標及び体系
７　けいかくのもくひょうおよびたいけい

Ⅱ　障がいのある人の状況
２　しょうがいのあるひとのじょうきょう

1   平成32年度に向けて目指す方向
１　　　へいせい３２ねんどにむけてめざすほうこう　

１　障がいのある人の現状
１　しょうがいのあるひとのげんじょう　　

2   第５期障がい福祉計画推進の基本方針
２　　　だい５きしょうがいふくしけいかくすいしんのきほんほうしん 

２　障がいのある人を取り巻く環境の変化と課題
２　しょうがいのあるひとをとりまくかんきょうのへんかとかだい

1   北海道障がい者条例の施策の推進
１　　　ほっかいどうしょうがいしゃじょうれいのしさくのすいしん　

第１節　地域生活の支援体制の充実
だい１せつ　ちいきせいかつのしえんたいせいのじゅうじつ

2   権利擁護の推進
２　　　けんりようごのすいしん

Ⅰ　生活支援
１　せいかつしえん　　

3   地域生活支援体制の充実
３　　　ちいきせいかつしえんたいせいのじゅうじつ

Ⅱ　保健・医療
２　ほけん・いりょう　　

4   意思疎通支援・情報提供の充実
４　　　いしそつうしえん・じょうほうていきょうのじゅうじつ

第２節　自立と社会参加の促進
だい２せつ　じりつとしゃかいさんかのそくしん

5　 サービス提供基盤の整備
５　　さーびすていきょうきばんのせいび

Ⅲ　療育・教育
３　りょういく・きょういく　　

6　 障がい児支援の充実
６　　しょうがいじしえんのじゅうじつ

Ⅳ　就労支援
４　しゅうろうしえん　　

7   発達障がいのある人や医療を必要する人等への支援
７　　　はったつしょうがいのあるひとやいりょうをひつようするひとなどへのしえん

Ⅴ　社会参加
５　しゃかいさんか　　

8   精神保健福祉・医療施策の充実
８　　　せいしんほけんふくし・いりょうしさくのじゅうじつ

第３節　バリアフリー社会の実現
だい３せつ　ばりあふりーしゃかいのじつげん

9   就労支援施策の充実・強化
９　　　しゅうろうしえんしさくのじゅうじつ・きょうか

Ⅵ　差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止
６　さべつのかいしょう、けんりようごのすいしんおよびぎゃくたいのぼうし

10　 人材の養成・確保及びサービスの質の向上
１０　　じんざいのようせい・かくほおよびさーびすのしつのこうじょう

Ⅶ　生活環境
７　せいかつかんきょう　　

11　 安全確保に備えた地域づくりの推進
１１　　あんぜんかくほにそなえたちいきづくりのすいしん

Ⅷ　情報アクセシビリテイの向上及び意思疎通支援の充実
８　じょうほうあくせしびりていのこうじょうおよびいしそつうしえんのじゅうじつ

1   制度の円滑な推進
１　　　せいどのえんかつなすいしん

Ⅰ　計画推進のための実施計画
１　けいかくすいしんのためのじっしけいかく

2   計画の推進管理
２　　　けいかくのすいしんかんり

Ⅱ　計画の推進管理
２　けいかくのすいしんかんり

1   福祉施設の入所者の地域生活への移行目標
１　　　ふくししせつのにゅうしょしゃのちいきせいかつへのいこうもくひょう

2   精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標
２　　　せいしんしょうがいにもたいおうしたちいきほうかつけあしすてむのこうちくにかかわるもくひょう

3   地域生活支援拠点の整備目標
３　　　ちいきせいかつしえんきょてんのせいびもくひょう　

4   福祉施設から一般就労への移行目標
４　　　ふくししせつからいっぱんしゅうろうへのいこうもくひょう　

5   障がい児支援の提供体制の整備目標
５　　　しょうがいじしえんのていきょうたいせいのせいびもくひょう　

6   医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置
６　　　いりょうてきけあじなどしえんのためのかんけいきかんのきょうぎのばのせっち

1   サービス量の基本的な考え方
１　　　さーびすりょうのきほんてきなかんがえかた　

2   居住系サービス
２　　　きょじゅうけいさーびす　

3   日中活動系サービス
３　　　にっちゅうかつどうけいさーびす　

4   訪問系サービス
４　　　ほうもんけいさーびす

5   障害児通所支援等
５　　　しょうがいじつうしょしえんとう　

6   障害児入所施設
６　　　しょうがいじにゅうしょしせつ

7   相談支援
７　　　そうだんしえん　

8 　発達障害者支援センターによる支援
８　　はったつしょうがいしゃしえんせんたーによるしえん　

9　 地域生活支援事業（道事業）の必要見込量
９　　ちいきせいかつしえんじぎょう（みちじぎょう）のひつようみこみりょう

10　 地域生活支援事業（市町村事業）の必要見込量
１０　　ちいきせいかつしえんじぎょう（しちょうそんじぎょう）のひつようみこみりょう

11　 圏域ごとのサービス量の見込み
１１　　けんいきごとのさーびすりょうのみこみ

第６　平成32年度の成果目標
だい６　へいせい３２ねんどのせいかもくひょう 

第７　サービス量の見込みと基盤整備
だい７　さーびすりょうのみこみときばんせいび 

第２章　施策の方向と主要施策
だい２しょう　しさくのほうこうとしゅようしさく 

第３章　計画の推進等
だい３しょう　けいかくのすいしんとう 

第１　計画の基本的事項
だい１　けいかくのきほんてきじこう 

第２　障がいのある人の現状等
だい２　しょうがいのあるひとのげんじょうとう 

第３　計画推進のための基本的事項
だい３　けいかくすいしんのためのきほんてきじこう 

第４　計画推進のための具体的な取組
だい４　けいかくすいしんのためのぐたいてきなとりくみ 

第５　計画の推進管理
だい５　けいかくのすいしんかんり 

～２～


